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（論文内容の要旨） 

 

 楽劇《サロメ》完成直前、シュトラウスは『管弦楽法論』（1905年）を出版した。原著としてのベルリ

オーズ『近代の楽器法と管弦楽法』（1843年）は、出版以来、欧米各国の著名な管弦楽作曲家達によって

読み継がれてきたが、その内容は、20世紀に至ってはとくに楽器編成の点で時代の隔たりを持つものと

なっていった。 

 シュトラウスが補筆を行なったのは、「ベルリオーズの著書の永続的な資質と、それの持つ預言的な力

は、注意深い読者が数行読むならば、ヴァーグナーそのものがそこにいるような気になってくる」と述

べるように、管弦楽法の預言者の姿をベルリオーズに見、その預言の持つあらたな世界観の実現者がヴ

ァーグナーであることを見出していたからである。シュトラウスにとって、これら両者を結び合わせよ

うとする試みとしての補筆であり、同時にグランド・オペラおよびヴァーグナー作品群研究でもある管

弦楽法理論書、それが『管弦楽法論』である。 

 シュトラウスの管弦楽法の特徴は、力強く華やかで重厚な独特の雰囲気が展開されることが挙げられ

る。その一方で、シュトラウスが、《サロメ》の作曲直前に『管弦楽法論』の補筆という形による管弦楽

法研究の時期を持っており、そこに記された多くの補筆文章と管弦楽法に対する概念を通じて、シュト

ラウスの管弦楽法が概観される機会は、これまで少なかったように思われる。また、管弦楽法とは実践

のための手法であるにもかかわらず、それらが文章のみによる表現で完結する場合が多く見受けられ、

具体的な音によって示す試みはなされていない。本論文の目的は、『管弦楽法論』の内容を検証し、オー

ケストレーションの時期が『管弦楽法論』と併行した《サロメ》の楽曲分析を行うことによって、管弦

楽法の全体像を考察し、さらにそこから得られた結論を、未完成交響詩《ドナウ》の部分的補作によっ

て具現化することである。 

 論文の構成は次のとおりである。第１章においては、『管弦楽法論』の考察を行なった。まず原著と補

筆版の出版経緯と各章の掲載ページ数を提示し、原著と補筆版の内容を考察した。これらの考察からは、

グランド・オペラ時代にベルリオーズが抱いた交響曲への理想が示された。また、補筆版の考察からは、
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シュトラウスの関心が内－下声部の楽器群やヴァーグナーの楽劇に向けられ、管弦楽法的見地に鑑みて

新たな諸成果と考えたものを補筆対象としていたことが明らかになった。次に補筆版の文章を、シュト

ラウスの管弦楽法用語に基づく技術的な内容、概念的な内容の２つの視点から考察した。また同時代の

リムスキー＝コルサコフ著『管絃楽法原理』（1896年～1908年執筆、1913年出版）との比較とも併せて行

なった。そこからは、楽器を組み合わせる際には根幹となる「重複」の発想があり、それらには内‐下

声部楽器群が持ち込まれており、和声の充填や根音であった声部をシュトラウスがあらたな音色の埋蔵

場所として捉えていたことが明らかになった。そしてこれらは「派生形」の概念によって整理すること

が可能である。さらに序章の分析によって、管弦楽法には、歌劇に伴わせる「劇作法的」手法と、歌劇

から独立した器楽の「交響曲的」手法があり、後者と成り得るためには対位法の導入が不可欠で、それ

はヴァーグナー作品群に見出されることが示される。 

 第２章においては楽劇《サロメ》の管弦楽法分析を行なった。すなわち、『管弦楽法論』の補筆文章に

見られるシュトラウスの概念が、実際の手法にどのように反映しているかについて各場ごとに考察した。

そこからは、シュトラウスの管弦楽法が、「背景」と「前景」の中間位置的存在の独自の線的音形である

「旋回」と、さらに「旋律」「性格的分散和音」「持続和音」からなる「４大要素」によっており、それ

らの「要素循環」が全声部の中で複雑な線の絡み合いをもたらし、歌劇のクライマックスにおいて対位

法として用いられることによってオーケストラが優勢となる場面を作り出すが、その際に「劇作法的」

手法と「交響曲的」手法が統合されることを論じた。 

 第３章においては未完成交響詩《ドナウ》の部分補作を行った。マイクロ・フィルム群を観察し、そ

の中から１ページ分のパルティツェルを選び、第１章および第２章で考察したシュトラウスの管弦楽法

のスタイルに基づくオーケストレーションを試みた。 

 以上の考察から、シュトラウスの管弦楽法は、線の積み重ねの原理に基づき、オーケストラの持つ歌

劇の表現手段としての注目と、オーケストラに「旋律」をもたらす対位法の導入によって、「劇作法的」

手法と「交響曲的」手法の特質を、両手法の中間性・重複性によって併せ持つ、歌劇の要素と対位法の

概念を統合させた立体的音響であることが結論付けられた。 


